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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
塩化物を含む原水を貯留した水槽内に、電極を備えた装置本体を配設し、次亜塩素酸を発
生させて水質を維持するようにした浸漬式の水質維持装置において、
　前記電極と水槽外の電源とを連結するケーブルに、水質を劣化させる外的要因を検出す
る要因検出手段を取付け、同要因検出手段の検出結果に基づいて前記電極への通電タイミ
ングを制御することを特徴とする水質維持装置。
【請求項２】
要因検出手段を水温センサとし、装置本体から一定距離離隔して配設したことを特徴とす
る請求項１記載の水質維持装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、例えば貯水槽内の水を殺菌消毒する水質維持装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来、図７に示すように、ビルやマンション等の建築物100 では、浄水場からの上水を地
上もしくは地下に配設した受水槽200 よりポンプ等で揚水して屋上に設置した高架水槽30
0 に貯留し、各部屋100nに給水している。
【０００３】
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上水は浄水場において0.1ppm以上の残留塩素濃度となるように殺菌消毒されているものの
、高架水槽300 内で貯留されている間に残留塩素濃度が水道法規制の0.1ppm未満に低下す
るおそれがあり、0.1ppm未満の残留塩素濃度では滅菌率が著しく低下するために、高架水
槽300 内に雑菌等が繁殖してしまい、使用者の健康を害するおそれがある。
【０００４】
そこで、高架水槽300 内において簡易的に殺菌消毒できる水質維持装置が提案され、高架
水槽300 内の水質を良好に維持できるようになった。
【０００５】
この種の水質維持装置としては、例えば、特公平７－３２９１２号に開示されたものがあ
る。
【０００６】
これは、図８に示すように、高架水槽300 内に吊下げられる一対の電極を設けた装置本体
400 と、同装置本体400 の電極に電力を供給する駆動制御部500 と、両者を電気的に接続
するとともに、吊下げ用ワイヤを兼ねたケーブル600 とを備えている。なお、700 はケー
ブル600 の中途に設けた吊支用器具である。
【０００７】
前記装置本体400 の上部には、水位センサ800 と流速センサ900 とが設けられており、両
センサ800,900 は前記ケーブル600 により駆動制御部500 と接続されている。
【０００８】
かかる構成により、水位が十分で、水流がないか、あるいはわずかにある場合に、駆動制
御部500 は所定時間毎に電力を装置本体400 の電極に一定時間供給して次亜塩素酸を発生
させて上水の殺菌消毒を簡便に行うことができる。
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、上記従来の水質維持装置では、次亜塩素酸を発生させる通電タイミングの制御
はタイマ等によって所定時間毎に行うだけのものであり、前記水位センサ800 や流速セン
サ900 は電気分解を行える状態であるかを検出するだけのもので通電タイミングを早めた
り遅らせたりする制御には何ら関係していない。
【００１０】
これでは、外的要因等で水質が急激に劣化、すなわち残留塩素濃度が急激に低下した場合
に対応することができず、残留塩素濃度を適正に維持できないおそれがある。
【００１１】
残留塩素濃度は、水温の変化や、原水が滞留しているのか流れているのか等の外的要因に
よってその減衰にかなりの差があることから、例えば水温センサや水の入れ替わりを検出
する手段等の外的要因検出手段を設けて、この検出結果に基づいて通電タイミングを制御
すれば、残留塩素濃度の適正値維持の信頼性を高めることができると考えられる。
【００１２】
しかし、例えば水温センサを上記した水質維持装置の装置本体400 に取付け、その検出結
果を通電タイミングの決定要素としようとすると、装置本体400 の近傍の水温は、装置本
体400 自身が通電時に発熱するために若干上昇する傾向にあり、高架水槽300 内を代表す
る水温としては不適当なものとなり、正確な外的要因の検出にはならないという問題が残
る。
【００１３】
本発明は、上記課題を解決することのできる水質維持装置を提供することを目的としてい
る。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、請求項１記載の本発明では、塩化物を含む原水を貯留した水
槽内に、電極を備えた装置本体を配設し、次亜塩素酸を発生させて水質を維持するように
した浸漬式の水質維持装置において、前記電極と水槽外の電源とを連結するケーブルに、
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水質を劣化させる外的要因を検出する要因検出手段を取付け、同要因検出手段の検出結果
に基づいて前記電極への通電タイミングを制御するようにした。したがって、水質の変化
を装置本体等からの影響を受けることなく検出できるので水質の変化を確実に検出するこ
とができ、水質維持の信頼性が高まる。
【００１５】
また、請求項２記載の本発明では、上記要因検出手段を水温センサとし、装置本体から一
定距離離隔して配設した。したがって、検出位置が装置本体に対して常に一定距離の位置
にあって、検出結果が安定する。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明は、塩化物を含む原水を貯留した水槽内に、一対又は複数対の電極を備えた装置本
体を配設し、次亜塩素酸を発生させて水質を維持するようにした浸漬式の水質維持装置に
おいて、前記電極と水槽外の電源とを連結するケーブルに、水質を劣化させる外的要因を
検出する要因検出手段を取付け、同要因検出手段の検出結果に基づいて前記電極への通電
タイミングを制御するようにしたものである。
【００１９】
特に、飲料にも供される水槽内の原水は浄水場から送給された浄水であるが、これが劣化
するということは、水中の残留塩素濃度が低下することを意味している。そして、かかる
残留塩素濃度は、水の滞留時間や水温等の外的要因によってその減衰率が大きく異なるこ
とが分かっている。
【００２０】
そこで、本発明では、水温センサや流速センサ等の外的要因を検出する要因検出手段と、
その検出結果に基づいて電解タイミングを決定する制御部とを具備する構成としており、
特に特徴となるのは、前記要因検出手段を、装置本体と水槽外部の電源とを連結するケー
ブルに取付けたことにある。
【００２１】
要因検出手段としては、水質に最も影響を与える水温を監視する水温センサを用いること
が好ましく、これをケーブルに取付ける場合、装置本体に近接させるよりも一定距離だけ
離隔させることが望ましい。すなわち、装置本体は電極に通電すると熱を発生するので、
装置本体近傍では正確な水温を検知できないおそれがあるからである。
【００２２】
また、要因検出手段をケーブルに取付ける構成とすれば、水槽の底壁から天井壁に至るま
での間で、好ましい配設位置を適宜容易に決定することができ、しかも、一旦セットすれ
ば、装置本体とセンサとは常に一定の距離だけ離隔した位置にあり、かつこれらを一纏め
として取り扱うことができる。
【００２３】
他方、水の滞留状態も水質の劣化を推量する要因とすることができ、これを外的要因とす
れば、水温センサに代えて、流速センサや水位センサをケーブルに取付けてもよい。
【００２４】
かかる構成により、外的要因の検出結果から水槽中の原水の状態を可及的に正確に検知す
ることができ、この検出結果に基づいて電極への通電タイミングを制御して効率的に次亜
塩素酸を発生させ、水槽内の原水を殺菌消毒することができる。
【００２５】
　また、水の滞留状態を検知するために原水の入れ替わりを検出する手段を用いる場合、
前記流速センサや水位センサであればケーブルに取付けることもできるが、その他、配管
を流れる水量を検知する流量計や水の流れを検知する超音波センサ、あるいは流れを音と
して捕らえるマイクロフォンなどを使用することができ、これらは、水槽に連通連結した
配管に取付けることが好ましい。あるいは、水槽へ上水を供給するポンプの駆動状態をセ
ンシングするものであっても構わない。
【００２６】
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このように、水の入れ替わりを監視して、入れ替わりが所定の単位時間内に行われない場
合は水が劣化したものとして電極に通電して次亜塩素酸を生成するように制御することが
できる。
【００２７】
また、上記水質維持装置において、通電タイミングを制御する制御部は、電極への通電中
及び通電停止後の一定時間は、要因検出手段の作動を停止させるか、あるいは、検出結果
を無視するようにすることが好ましい。
【００２８】
　電極への通電中、すなわち、次亜塩素酸を生成しているときや、生成直後は当然ながら
水は殺菌消毒されているので、たとえ水温が上昇したり、丁度滞留時間が所定時間になっ
たとしても、このタイミングで次亜塩素酸を生成すると残留塩素濃度をいたずらに上げる
ばかりでなく、省電の面からも不利となるからである。
【００２９】
このように、本発明は、コンパクトで取り扱いが簡便でありながら、単にタイマーによる
時間管理だけでの通電制御に比べて水質の劣化を推量する信頼性が高く、常時適度な残留
塩素濃度を維持することができるので、マンションやビルディングの屋上等に設置される
高架水槽に適用するに好適である。
【００３０】
【実施例】
以下、添付図に基づいて、本発明の実施例を具体的に説明する。
【００３１】
　図１は、マンションやビルディングの屋上に設置された高架水槽１を示しており、水道
水が貯留されている。10は図示しない受水槽とポンプを介して連通連結した揚水管、11は
高架水槽１から伸延させた送水管であり、同送水管11の末端に蛇口等の取水口が取付けら
れている。12は止水栓である。
【００３２】
かかる高架水槽１に本実施例に係る水質維持装置Ａが取付けられている。水質維持装置Ａ
は、図示しない一対又は複数対の電極を配設した周知の構成からなる装置本体２と、同装
置本体２と電気的に接続され、高架水槽１の外部に設置された制御部４とを具備している
。
【００３３】
本実施例に係る装置本体２は、脚部20を備えて高架水槽１の底壁に載置した載置型の浸漬
式としており、電気ケーブル３を介して前記制御部４と接続されている。前記電極に通電
すると、水道水を電気分解して次亜塩素酸を発生させ、水道水の殺菌消毒を行うことがで
きる。
【００３４】
制御部４はタイマを備えており、前記電極へ電力を供給するタイミングを制御可能として
いる。
【００３５】
上記構成において、前記電気ケーブル３の中途に外的要因検出手段としての水温センサ５
を取付けたことに本発明の特徴がある。
【００３６】
本実施例では、水温センサ５を電気ケーブル３に直接取付けるとともに、同電気ケーブル
３中の芯線を介して制御部４と電気的に接続しており、取付位置としては、高架水槽１の
底部近傍であって、かつ装置本体２から水平方向に一定の距離だけ離隔させている。
【００３７】
かかる構成によって、制御部４は水温センサ５の検出結果に基づいて前記電極への通電タ
イミングを制御し、貯留水の水質を良好な状態に維持することができる。
【００３８】
すなわち、水温が高まると、残留塩素濃度の低下が早まるので、電極への通電を開始して
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次亜塩素酸を生成し、残留塩素濃度を飲料に適する0.2 ～0.4ppm程度の範囲に維持するも
のである。
【００３９】
装置本体２は、通電の際に発熱してその近傍の水温が上昇するものであるが、本実施例で
は水温センサ５を装置本体２から一定距離だけ離隔して位置させているので、かかる温度
上昇を高架水槽１内の水道水全体の温度上昇として誤検出するおそれがなく、本来の水温
を正確に検出することができる。したがって、水質維持制御の信頼性が高まっている。
【００４０】
また、水質維持装置Ａを装置するには、脚部20を下に向けて装置本体２を高架水槽１内に
投入し、電気ケーブル３に取付けられた水温センサ５が底部から浮いた状態となるように
高架水槽１内の電気ケーブル３長さを調整するだけでよい。
【００４１】
以上説明してきたように、本実施例では、電極の通電制御をタイマによる時間管理だけに
頼らず、水温上昇という外的要因に基づいて行うようにしいるので、簡単な構成でありな
がら正確に水質維持を図ることができる。しかも、電気ケーブル３に水温センサ５を取付
けているので、纏まりがよく、取り扱いが極めて容易である。
【００４２】
（変形例）
以下、第１実施例の変形例について、図２～図５を参照しながら説明する。
【００４３】
図２に示したものでは、水温センサ５に脚部50を連設し、装置本体２と同様に高架水槽１
の底壁に載置している。
【００４４】
また、図３に示したものでは、水温センサ５を電気ケーブル３に直接取付けるのではなく
、電気ケーブル３から分岐させたセンサ用ケーブル６により吊支している。当然ながら、
センサ用ケーブル６の芯線は電気ケーブル３内を通って制御部４と接続している。
【００４５】
図４に示したものでは、電気ケーブル３が吊支用ワイヤを兼用しており、同電気ケーブル
３の下端に装置本体２を、その上方位置に水温センサ５を吊支している。
【００４６】
図５に示したものは、図４に示したものとは逆に、電気ケーブル３の下端に水温センサ５
を、その上方位置に装置本体２を吊支したものである。
【００４７】
図２～図５のいずれの例においても、水温センサ５は装置本体２から一定距離離隔して配
設されることになり、先に説明した効果を奏する。
【００４８】
なお、本実施例では、要因検出手段として水温センサ５を用いた例で説明したが、水質を
劣化させる要因としては水温以外にも考えられ、例えば、水の滞留時間が一定時間以上に
なると水質は劣化するので、水が入れ替わる間隔を検出するために、水位センサや流速セ
ンサ等を用いることもできる。
【００４９】
また、本実施例においては、前記制御部５は、電極への通電中及び通電停止後の一定時間
は、水温センサ５等の要因検出手段の作動を停止させるか、あるいは検出結果を無視する
ようにしている。
【００５０】
すなわち、次亜塩素酸を生成しているときや、生成直後は当然ながら水は殺菌消毒されて
いるので、たとえかかる状況下で水温が上昇したり、丁度滞留時間が所定時間になったと
しても、このタイミングで改めて次亜塩素酸を生成すると残留塩素濃度をいたずらに上げ
るばかりでなく、省電の面からも不利となるからである。
【００５１】
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　次に、参考例に係る水質維持装置Ｂについて、図６を参照しながら説明する。なお、第
１実施例と同一の構成要素については同一符号で示している。
【００５２】
これは、前記要因検出手段を、水の滞留状態を検知するために原水の入れ替わりを検出す
る手段として流量計７を用いており、電気ケーブル３にではなく、揚水管10の外側に取付
けたものである。
【００５３】
かかる流量計７で揚水管10内を流れる水量を検出し、単位時間内に所定の水量が高架水槽
１内に流入したことを検知しなければ、制御部４は電極に電力を供給するようにしている
。
【００５４】
また、流量計７に代えて、水の流れを検知する超音波センサや、水流を音として捕らえる
マイクロフォンなどを揚水管10に外付けして使用してもよい。なお、当然ながら流量計７
等は管内に設けるものであってもよいが、このように、配管外部に取付可能なものを用い
れば、水質維持装置Ａの設置がより容易となる。あるいは、高架水槽１へ上水を供給する
ポンプの駆動状態をセンシングするものを用いても構わない。
【００５５】
以上、各実施例を通して説明してきたように、本発明に係る水質維持装置A,B を用いれば
、外的要因の検出結果から水槽中の原水の状態を可及的に正確に検知することができ、こ
の検出結果に基づいて電極への通電タイミングを制御して効率的に次亜塩素酸を発生させ
ることができるので、単にタイマーによる時間管理だけでの通電制御に比べて高架水槽１
内の水をタイミングよく殺菌消毒することができ、常に適度な残留塩素濃度を維持するこ
とができる。しかも、コンパクトで取り扱いが簡便なので、マンションやビルディングの
屋上等に設置される小規模の高架水槽１等に好適に用いることができる。
【００５６】
【発明の効果】
本発明は、上記してきたような形態で実施され、以下の効果を奏する。
【００５７】
▲１▼請求項１記載の本発明では、塩化物を含む原水を貯留した水槽内に、電極を備えた
装置本体を配設し、次亜塩素酸を発生させて水質を維持するようにした浸漬式の水質維持
装置において、前記電極と水槽外の電源とを連結するケーブルに、水質を劣化させる外的
要因を検出する要因検出手段を取付け、同要因検出手段の検出結果に基づいて前記電極へ
の通電タイミングを制御するようにしたので、水質の変化を装置本体等からの影響を受け
ることなく確実に検出することができ、水質維持の信頼性が高まる。また、装置本体と要
因検出手段がケーブルを介して一纏まりとなっているので取り扱いが容易となる。
【００５８】
▲２▼請求項２記載の本発明では、上記要因検出手段を水温センサとし、装置本体から一
定距離離隔して配設したことにより、▲１▼の効果に加え、センサの検出位置が装置本体
に対して常に一定距離の位置にあって、検出結果が安定する。
【図面の簡単な説明】
【図１】実施例に係る水質維持装置の説明図である。
【図２】同水質維持装置の変形例を示す説明図である。
【図３】同水質維持装置の変形例を示す説明図である。
【図４】同水質維持装置の変形例を示す説明図である。
【図５】同水質維持装置の変形例を示す説明図である。
【図６】参考例に係る水質維持装置の説明図である。
【図７】建築物の給水設備を示す説明図である。
【図８】従来の水質維持装置の説明図である。
【符号の説明】
Ａ 水質維持装置
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１ 高架水槽（水槽）
２ 装置本体
３ 電気ケーブル（ケーブル）
４ 制御部
５ 水温センサ（要因検出手段）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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